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*1 これを肯定する見解もある。岩佐嘉彦『弁護士から見た児童虐待事件（２）～児童虐待

の防止等に関する法律の二度にわたる改正を経て～』家庭裁判月報６１巻８号１頁所収。

課題（４） 施設退所児童等の円滑な自立のための居場所づくりの取組と工夫

平成２７年４月２０日

１８歳に達した未成年者に対する法的支援

弁護士 磯 谷 文 明（東京弁護士会）

１ １８歳に達した未成年者と児童福祉法上の措置

（１）課 題

児童福祉法は基本的に児童、すなわち１８歳に満たない者（４条１項）を対象と

しているが、児童福祉施設入所等の措置（２７条１項３号）については、満２０歳

に達するまでとることができるほか（３１条２項）、親権喪失、親権停止、管理権

喪失等の請求、未成年後見人の選任及び解任請求については、児童相談所長は子ど

もが満２０歳になるまで行うことができる（３３条の７～９）。

しかしながら、施設入所等の措置の延長については、延長後に児童福祉法２８条

２項本文の期限が到来した場合、同項但書の更新が可能かどうか必ずしも明らかで

ない
*1
。また、延長期間中、児童虐待防止法に定められている面会交流の制限、接

近禁止命令などは利用できないのではないかと思われる。

親権喪失等の請求についても、そのためには情報収集が不可欠であるが、情報収

集を支える要保護児童対策地域協議会等の制度は児童を対象としており、利用でき

ないのではないかと思われる。また、一時保護も利用できないものと思われる。

（２）現行の法制度

児童福祉法２８条 （略）

② 前項第１号及び第２号ただし書の規定による措置の期間は、当

該措置を開始した日から２年を超えてはならない。ただし、当該

措置に係る保護者に対する指導措置（第２７条第１項第２号の措

置をいう。以下この条において同じ。）の効果等に照らし、当該
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措置を継続しなければ保護者がその児童を虐待し、著しくその監

護を怠り、その他著しく当該児童の福祉を害するおそれがあると

認めるときは、都道府県は、家庭裁判所の承認を得て、当該期間

を更新することができる。

児童虐待防止法１２条 児童虐待を受けた児童について児童福祉法第２７条

第１項第３号の措置（以下「施設入所等の措置」という。）が採

られ、または同法第３３条第１項若しくは第２項の規定による一

時保護が行われた場合において、児童虐待の防止及び児童虐待を

受けた児童の保護のため必要があると認めるときは、児童相談所

長及び当該児童について施設入所等の措置が採られている場合に

おける当該施設入所等の措置に係る同号に規定する施設の長は、

厚生労働省令で定めるところにより、当該児童虐待を行った保護

者について、次に掲げる行為の全部または一部を制限することが

できる。

一 当該児童との面会

二 当該児童との通信

② （略）

③ 児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置（児童福祉法

第２８条の規定によるものに限る。）が採られ、または同法第３

３条第１項若しくは第２項の規定による一時保護が行われた場合

において、当該児童虐待を行った保護者に対し当該児童の住所ま

たは居所を明らかにしたとすれば、当該保護者が当該児童を連れ

戻すおそれがある等再び児童虐待が行われるおそれがあり、また

は当該児童の保護に支障をきたすと認めるときは、児童相談所長

は、当該保護者に対し、当該児童の住所または居所を明らかにし

ないものとする。

児童福祉法３３条の７ 児童または児童以外の満２０歳に満たない者（以下

「児童等」という。）の親権者に係る民法第８３４条本文、第８

３４条の２第１項、第８３５条または第８３６条の規定による親

権喪失、親権停止もしくは管理権喪失の審判の請求またはこれら

の審判の取消しの請求は、これらの規定に定める者のほか、児童

相談所長も、これを行うことができる。

個人情報の保護に関する法律２３条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場
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*2 保護者のない児童または保護者に監護させることが不適当であると認められる児童（児

童福祉法６条の３第８項）。

*3 乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により把握した保護者の養育を支援することが特に

必要と認められる児童のうち、要保護児童に該当する者を除いた者（児童福祉法６条の３

第４項）。

合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを

第三者に提供してはならない。

三 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に

必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である

とき。

児童福祉法２５条の２ （略）

② 協議会は、要保護児童
*2
もしくは要支援児童

*3
及びその保護者

または特定妊婦（以下「要保護児童等」という。）に関する情報

その他要保護児童の適切な保護または要支援児童もしくは特定妊

婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換を行うととも

に、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うものと

する。

児童虐待防止法１３条の３ 地方公共団体の機関は、市町村長、都道府県の

設置する福祉事務所の長または児童相談所長から児童虐待に係る

児童またはその保護者の心身の状況、これらの者の置かれている

環境その他児童虐待の防止等に係る当該児童、その保護者その他

の関係者に関する資料または情報の提供を求められたときは、当

該資料または情報について、当該市町村長、都道府県の設置する

福祉事務所の長または児童相談所長が児童虐待の防止等に関する

事務または業務の遂行に必要な限度で利用し、かつ、利用するこ

とに相当の理由があるときは、これを提供することができる。た

だし、当該資料または情報を提供することによって、当該資料ま

たは情報に係る児童、その保護者その他の関係者または第三者の

権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、こ

の限りでない。

児童福祉法３３条 児童相談所長は、必要があると認めるときは、…（略）

…、児童に一時保護を加え、又は適当な者に委託して、一時保護
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を加えさせることができる。

（３）対 策

ア 児童福祉法３１条２項の延長の措置についても、先行する児童福祉法２７条１

項３号の措置が２８条１項または２項但書の家庭裁判所の承認によりとられてい

るときは、親権者等の意に反する場合であっても、家庭裁判所の承認を得て当該

措置をとることができるよう明記することが考えられる。

また、児童福祉法３１条４項の「この法律」を「この法律及び児童虐待の防止

等に関する法律」に改めるなどして、延長の場合も面会交流の制限等をできるよ

うにすることが考えられる。

イ １８歳に達した子どもにかかる親権喪失、親権停止、管理権喪失等の請求、未

成年後見人の選任及び解任請求についても、要保護児童対策地域協議会や児童虐

待防止法１３条の３などを利用できるようにする必要がある。今後、児童相談所

の一般的な調査権限と回答義務に関する規定を設ける場合、１８歳に達した未成

年者についても対象とする必要がある（後者が実現されれば、１８歳に達した未

成年者について要保護児童対策地域協議会等の利用を認めるべき必要性は小さく

なるものと思われる）。

２ 接近禁止命令の拡張

（１）課 題

児童虐待防止法１２条の４の定める接近禁止命令は、児童福祉法２８条の承認に

より２７条１項３号の措置がとられている場合に限られている。

（２）対 策

施設を退所した児童につきまとったり、金を無心する親がいることに鑑みると、

接近禁止命令は、むしろ施設退所後にこそ必要性が高まると考えられる。そうする

と、児童虐待防止法の接近禁止命令とは別に、子ども自身が裁判所に接近禁止命令

を申し立てる制度を創設し（未成年者の間は、未成年後見人も申立可能とすべきで

ある）、子どもが児童福祉法２７条１項３号の措置をとられていた事例については、

児童相談所が支援するものとすることが考えられる。
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